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令和７年度 健康診査等一部負担金の免除手続きについて（ご案内） 

 

 がん検診・国民健康保険特定健康診査・肝炎ウイルス検診・お口の健康診査を受診する際にお支払いいただく健

診費用の免除手続きに必要となる「健康診査等一部負担金免除申請書」をお送りいたしました。健診費用の免除対

象となる人で免除を希望される場合は、本案内をご覧いただき必要となる手続きを行ってください。 

 なお、健診受診後に免除申請をしても、健診費用の返還はできませんのでご注意ください。 

 

 

昨年度又は一昨年度に、がん検診・国民健康保険特定健康診査・肝炎ウイルス検診・お口の健康診査のいずれか

について、健診費用の免除を申請され、健康診査一部負担金免除決定通知書が送付された人にお送りしています。

なお、該当しない人にはご希望によりお送りしています。 

 

 

 

 ７０歳以上の人のほか、次の表のいずれかに該当する人 

同封している『令和７年度 健康診査等一部負担金免除申請書（免除通知用）』の提出が必要な人は、次の表の

太線枠内に当てはまる人です。 

※国民健康保険特定健康診査の一部負担金免除をご希望の方は、必ず事前申請が必要になります。 

※７０歳以上の人（昭和３１年4月1日以前に生まれた人）は健診費用が無料となります。受診券には、あらか

じめ｢費用無料」と印字されていますので、免除申請書の提出は不要です。

対 象 者 受診時に必要なもの 免 除 手 続 き 

後期高齢者医療制度に加入し

ている人 
受診券、被保険者証等 

 

受診の際に手続きが必要です 
 

医療機関の窓口又は健診会場に用意し

てある免除申請書に記入してくださ

い。 

生活保護世帯に属する人 受診券、生活保護受給票 

中国残留邦人等で支援給付を

受給している人 
受診券、本人確認証 

市民税非課税世帯に属する人 

（65歳～69歳の人） 

【６月上旬まで】 

受診券、被保険者証等、令和６年度の 

相模原市の介護保険料納入通知書（※） 

※「保険料賦課の段階区分・根拠」の段階欄

が、「第１～３段階」の人 

【６月中旬以降】 

受診券、被保険者証等、令和７年度の 

相模原市の介護保険料納入通知書（※） 

※「保険料賦課の段階区分・根拠」の段階欄

が、「第１～３段階」の人 

市民税非課税世帯に属する人 

（64歳以下の人） 
受診券、被保険者証等、免除決定通知書 

事前の申請による 

手続きが必要です 

健康増進課へ免除申請書を提出（郵送

可）してください。申請書到着後、免除

の可否を審査して通知します。詳しくは

２ページの留意事項をご覧ください。 

免除の対象となる人 

この案内をお送りしている人 

※介護保険料納入通知書がな

い人は、64歳以下の人と同

じ手続きをとってください。 
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≪介護保険料納入通知書について（６５歳～６９歳の人）≫ 

○ 介護保険料納入通知書は、６５歳の誕生日を迎えた人であれば、介護保険料の支払い方法に区別なく

毎年６月に市から送付されます。 

○ 新しい納入通知書が送られてくる前に受診を希望する場合は､前年度の納入通知書をお持ちください。 

※本年度も非課税世帯であることが前提となります。 

○ 国民健康保険特定健康診査の費用については、医療機関にて介護保険料納入通知書を提示するのみ 

  では、免除されません。同封の申請書にて、必ず事前申請が必要です。 

 

 

① 健診を受診する前に、同封の免除申請書を健康増進課へ提出してください（郵送可）。 

※健診受診後に免除申請をしても、健診費用の返還は出来ませんのでご注意ください。 

※免除申請書を郵送する際の郵送料は、申請者がご負担ください。 

② 免除申請の受付後、市民税の課税状況を確認し、免除の可否を審査します。免除の対象となる人には、

免除申請をされた健診の種類ごとに「免除決定通知書」、国民健康保険特定健康診査については、

「費用無料」と印字された受診券をお送りします。 

※免除の対象とならない人には、免除ができないことについての通知をお送りします。 

※令和７年度の市民税の課税状況は６月に決定されるため、令和７年５月３１日までに市に到着した申

請書については、令和６年度の課税状況を基に審査します。 

※受付から審査、決定通知書・受診券の送付まで３週間程度時間を要します。日数に余裕をもっ

て申請してください。 

③ 次のいずれかに該当する場合は、他に添付書類が必要となります。 

本市へ転入した日 
市への申請書

到着時期 
添付書類 添付書類の発行先 

令和６年１月２日から 

令和７年１月１日まで 

５月３１日まで 
世帯員全員の 

令和６年度非課税証明書 

令和６年１月１日現在に住民

登録のあった市区町村長 

６月１日以降 不要（免除申請書のみ、ご提出ください。） 

令和７年１月２日以降 

５月３１日まで 
世帯員全員の 

令和６年度非課税証明書 

令和６年１月１日現在に住民

登録のあった市区町村長 

６月１日以降 
世帯員全員の 

令和７年度非課税証明書 

令和７年１月１日現在に住民

登録のあった市区町村長 

 ※国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険税の賦課決定情報で非課税証明書が不要な場合が

あります。 

 

≪市民税非課税世帯に属する人とは・・・≫ 

○がん検診・肝炎ウイルス検診・お口の健康診査の場合 ～ 世帯員全員が非課税である人のことです。

本人が非課税でも世帯員に市民税が課税されている人がいる場合は、市民税非課税世帯ではありません。 

○国民健康保険特定健康診査の場合 ～ 世帯主及び国民健康保険加入者が非課税である人のことです。 

 

≪郵送での免除申請の手続きが間に合わない、免除決定通知書を紛失してしまった・・・≫ 

必ず受診する前に、市へご連絡ください。一部負担金を支払って受診した後では対応できませんのでご

注意ください。 

留意事項 

その他 

免除申請の手続きについて（６４歳以下の人、介護保険料納入通知書がない人） 



　　令和７年度　一部負担金免除手続きの流れ

※あなたは・・・

いいえ

年齢は70歳以上ですか？
（昭和31年4月1日以前に生ま
れた人が該当します。）

免除になります。
受診券をお持ちになり、医療機関・
健診会場で受診してください。

65歳～69歳で後期高齢者医
療制度に加入してますか？

免除になります。
受診券と被保険者証等をお
持ちになり、医療機関・健診
会場で受診してください。

69歳以下で、生活保護世帯に
属していますか？

免除になります。
生活保護受給票と受診券を
お持ちになり、医療機関・健
診会場で受診してください。

市民税非課税世帯に属してい
ますか？

65歳～69歳の方で

(それ以外の方は「いいえ」へ）

①【6月上旬まで】相模原市の令和6年度介護
保険料納入通知書を持っていますか？

②【6月中旬以降】相模原市の令和7年度介護

保険料納入通知書を持っていますか？

（①②とも）納入通知書の「保険料賦課の段階
区分」が「第1～3段階」となっていますか？

医療機関・
健診会場で
は、免除申
請書を記入
する必要は
ありません。

医療機関・健診
会場に用意して
いる免除申請書
を記入してくだ
さい。

※同封の免除
申請書は、様式
が異なるため使
用できません。

同封の免除申請書を記入し、
健康増進課へ送付してくださ
い。市民税の課税状況を確認
し、免除の可否を審査します。

免除になります。
市から送付された免除決定通知
書と受診券をお持ちになり、医
療機関・健診会場で受診してくだ

医療機関・健診会場で一部負担金（健診
費用）を支払い、受診してください。

医療機関・健
診会場では、
免除申請書を
記入する必要
はありません。

免除になります。
介護保険料納入通知書と
受診券をお持ちになり、医
療機関・健診会場で受診し
てください。

中国残留邦人等で支援給付を
受けていますか？ 免除になります。

本人確認証と受診券をお持
ちになり、医療機関・健診会
場で受診してください。

いいえ

はい（がん検診・肝炎・お口の健康診査を希望）

【特定健康診査に関するお問い合わせ先】

  相模原市国民健康保険コールセンター

  電話０４２-７０７－８１１１

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

市から免除決定通知書又は
無料の受診券が送付された人

市から免除できない旨の通知があった人

はい
（特定健診を希望）

「★」に進んでください

【免除申請書の提出先・お問い合わせ先】
〒252-5277

  相模原市中央区中央2－11－15
  相模原市 保健所 健康増進課 成人保健班
  電話 042－769－9220

はい

はい

はい

はい
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（第９号様式） 

① この申請書を、健診を受診する前に太枠内をご記入いただいた上、市へ提出してください。 

② 申請書の到達後、市民税の課税状況を確認させていただき、免除の対象となる人には、「免除決定通知書」

または、「施設健診受診券」を作成しお送りします。 

◆ この申請書を医療機関や健診機関に提出しても、免除にはなりませんのでご注意ください。 

◆ 健診受診後に申請をしても、一部負担金の返還はできませんのでご注意ください。 

    健康診査等一部負担金免除申請書（免除通知用） 

                           令和   年   月   日 

相 模 原 市 長 あて 

次のとおり、一部負担金の免除を受けたいので申請します。 （市民税非課税世帯用） 

ふりがな さがみ はなこ 生 年 月 日 

申 請 者

氏 名 相模 花子 昭和 
    ○○年  ○○月  ○○日 
平成 受診者番号 (下８桁) 1 2 3 4 5 6 7 8 

被保険者証番号 

(国保加入者のみ) 
( ８桁） 9 8 7 6 5 4 3 2 

住 所 

     緑 区 

相模原市 中央区  中央２－１１－１０ 
     南 区 

電  話  ０４２  ―  ７５４  ―  １１１１ 

健診の種類 

（受診予定の

すべての番号

に○を付けて

ください。） 

１． 肝炎ウイルス検診（平成１４年度以降、一度も受診していない方のみ） 
 

２． 胃がん検診   

３． 子宮がん検診 

４． 乳がん検診 

５． 大腸がん検診 

６． 肺がん検診 

 

７． 前立腺がん検診 

（               ） 
８． お口の健康診査 

９． 国民健康保険特定健康診査 

理 由 
市民税非課税世帯に属するため（世帯員全員が非課税のため） 

※上欄９に関しては、国民健康保険加入世帯全員（擬主も含む）が非課税のため 

租税公簿の閲覧承諾書  ※同一世帯で国民健康保険以外の地域保険、職域保険に
加入の方（申請者を含める）全員の氏名をご記入ください。 

私は、一部負担金の免除申請に伴い、相模原市長が私の租税に関する公簿を閲覧することを承諾します。 

氏 名      相模 太郎            

氏 名      相模 一郎                 

氏 名                  

氏 名                  

※ 同一世帯に、市民税が未申告の人がいる場合、棄却となりますのでご承知おきください。 
※ ５月３１日までに到着した申請書については前年度、６月１日以降に到着した申請書については今年度の課税状況を基
に判断し、結果を通知します。 

市

記

入

欄 

受付年月日 受付者 市税判定年度 免除認定状況 交付年月日 

年   月   日  年度 □非課税世帯 □課税世帯   年   月   日 

上記申請者及び世帯員の市民税課税状況を確認した結果に基づき、次のとおり通知してよろしいか。 

免除 □1 肝炎 □2 胃  □3 子宮 □4 乳  □5 大腸 □6 肺  □7前立腺 □8 お口 □9 特定 

棄却 □1 肝炎 □2 胃  □3 子宮 □4 乳  □5 大腸 □6 肺  □7前立腺 □8 お口 □9 特定 

備考 □課税・□未申告・□確認不能（氏名:                                ） 

□受診済（受診日:    年    月    日）・□対象外 ・□その他（             ） 
無料クーポン券対象者(子宮21歳・乳41歳)【□受診歴なし(無料クーポン対象) □受診歴あり(無料クーポン対象外)】 

□肝炎無料対象者(40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳)  

 

記入例 

４月２日から翌年４月１日までの間に  

５５・６０・６５歳の誕生日を迎える男性  

世帯員のうち国民健康保険に加入していない人

の署名が必要です！！ 

（申請者も含めて、ご記入ください。） 

※未記入の場合、課税に関する調査ができません。 

受診を予定しているすべての

健診に「○」を付けます。 

【受診者番号】送付文の住所・氏名の下に記載された

８桁の番号または、施設健診受診券の「受診者番号」

欄の下８桁を記入してください。 

 

【被保険者証番号】保険者証やマイナポータル、資格

確認書等で確認し、８桁の番号を記入してください。

（枝番がある場合、枝番は不要です。） 


